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本文書は「新型コロナウイルス感染症に係る PCR検査の保険適用について」の対応ついてまと

めたものです。 

 

１ 制度の概要について 

(1) 診療報酬点数表 

 Ｄ０２３  微生物核酸同定・定量検査 

(19) SARS-CoV-2（新型コロナウイルスをいう。以下同じ。）核酸検出は、喀痰、気道吸引液、

肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液又は鼻腔拭い液からの検体を用いて、国立感染症研

究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準

じたもの又は体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出

（COVID-19 の診断又は診断の補助）を目的として薬事承認又は認証を得ているものによ

り、COVID-19（新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）の患者であることが疑わ

れる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合又は COVID-19 の治療を目的とし

て入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的として実施した場合に限り算定

できる。ただし、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調

査を目的として実施した場合は算定できない。 

採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダ

ンス  2013－2014版」に記載されたカテゴリーB の感染性物質の規定に従って、検体採取

を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本区分の「12」

ＳＡＲＳコロナウイルス核酸検出の所定点数４回分を合算した点数を準用して算定し、そ

れ以外の場合は、同点数３回分を合算した点数を準用して算定する。なお、検体採取を行

った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施

設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した

場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り算定する。た

だし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかない場

合は、上記のように合算した点数をさらに１回に限り算定できる。なお、本検査が必要と

判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的

として実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律にお

ける新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」

（令和２年２月 18 日健感発 0218 第３号）の「第１  退院に関する基準」に基づいて実

施した場合に限り、１回の検査つき上記のように合算した点数を算定する。なお、検査を

実施した日時及びその結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

(2) 具体的な事務の概要（健感発０３０４第５号令和２年３月４日より） 

① 事務の流れ 

○ 感染症指定医療機関、それ以外の医療機関で感染症法第 19 条又は第 20 条に基づき

入院患者が入院している医療機関、帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様

の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関（以下「感染症指定医療機

関等」という。）と都道府県、保健所設置市又は特別区（以下「都道府県等」という。）

において、感染症法第 15 条に基づく調査（SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検

出にかかる診療報酬の算定要件に該当する場合に限る。）に関する委託契約を締結する。 

なお、契約が３月６日より後となった場合であっても、３月６日以降行った診療分から

適用する。 
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（別添「感染症法第 15 条に基づく調査に関する事務契約書（案）」参照 

○ 感染症指定医療機関等が PCR 検査を実施。感染症指定医療機関等は、診療に係る自

己負担額を受診者から徴収する際、PCR 検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）

核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物的検査判断料（初再診料などは含まない。）

にかかる自己負担に相当する金額として、以下②に定める都道府県等が医療機関に対し

て支払う金額分を受診者に支給する。（受診者の負担と相殺することも差し支えない。） 

○ 感染症指定医療機関等は上記で受診者に支給した金額を毎月、都道府県等へ請求する。

その際、費用の積算などの必要な資料をあわせて提出する。 

○ 都道府県等は請求に基づき、感染症指定医療機関等へ支払う。 

〇 感染症指定医療機関等は、本契約に基づき実施した検査の結果についてその結果を問

わず、速やかに所管の保健所に報告する。 

② 対象者及び検査一回当たりの金額 

以下に定める受診者の区分に応じて検査一回当たりの金額を以下の通り定める。 

区分 対象者 金額 

Ａ ・６歳から（義務教育就学前）70 歳までの者 

・70 歳以上の者のうち、現役並みの所得（標準 

報酬月額 28 万円以上又は課税所得 145 万円 

以上）を有する者 

（医療保険 3 割負担相当の人） 

（１）5,850 円 

（２）4,500 円 

Ｂ ・６歳未満（義務教育就学前）の者 

・70 歳から 75 歳までの者 

（医療保険 2 割負担相当の人） 

（１）3,900 円 

（２）3,000 円 

Ｃ ・75 歳以上の者 

（医療保険 1 割負担相当の人） 

（１）1,950 円 

（２）1,500 円 

※（１）は検体採取を行った指定感染症医療機関等以外の施設へ輸送し検査を実施した

場合、（２）はそれ以外の場合。 

○ なお、本補助事業は、PCR 検査が保険適用になることに伴い、新たに受診者に発生す

る自己負担分を軽減することが趣旨であることから、他の公費負担医療制度等により 

PCR 検査の実施による自己負担が増加しない受診者に対する検査の実施については、本

補助事業の対象としない。 

(3) 事務の変更（保医発０３２５第９号令和２年３月２５日より） 

新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査に係る 

費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について  

 

「新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて（一部改正）」

（令和２年３月 25 日健感発 0325 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）において、

感染症指定医療機関等が実施した PCR 検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）核酸検出」）

及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料（初再診料などは含まない。）に係る自己負

担に相当する金額について、令和２年４月診療分から、その審査及び支払事務を社会保険診療

報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託することが可能とされた。  

当該取扱いに伴い、保険医療機関による当該金額の請求（以下「本請求」という。）に係る診

療報酬明細書の記載等については、下記のとおりとするので、貴管下の保険医療機関、審査支

払機関等に対して周知徹底をお願いする。  

 

１  公費負担者番号欄について  
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(１) 本請求に関する法別番号は「28」とすることとし、保険医療機関の所在地に応じて該当

する公費負担者番号（８桁）を記載すること。（別紙参照）

(２) 他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については、既存の法別番号

28 の公費負担医療（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感

染症等の患者の入院（同法第 37 条））と同様の取扱いとすること。なお、既存の法別番号 28

の公費負担医療と同時に記載する場合は、同公費負担医療の公費負担者番号を「公費負担者番

号①」欄に、本請求の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。

２  公費負担医療の受給者番号について 

公費負担医療の受給者番号は、「9999996（７桁）」を記載すること。 

３  「療養の給付」欄について 

本請求に係る「請求」の項には、実際に算定した PCR 検査料（「SARS-CoV-2（新型コロナウイ

ルス）核酸検出」）及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料の合計点数を記載するこ

と。また、本請求に係る「負担金額」又は「一部負担金額」の項には「０円」と記載すること。

４  その他 

その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７

日保険発第 82 号）によること。  

５  実施時期 

令和２年４月診療分（５月請求分）から実施すること。 

別紙 公費負担者番号一覧は別紙参照

２ プログラム更新について 

2020年 3月 11日に提供したパッチをプログラム更新処理により適用します。 

  バージョン 5.1.0 第２０回 

  バージョン 5.0.0 第５７回 

３ マスタ更新について 

2020年 3月 11日に提供しますのでマスタ更新処理により適用します。 

・点数マスタ（検査）

・保険番号マスタ（940）

2020年 3月 31日に提供しますのでマスタ更新処理により適用します。

・保険者マスタ（公費負担者番号）

・保険番号マスタ（093） ※940は 3月 31日まで

(1) 点数マスタ

診療行為マスタ（検査）

160223350 ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出（検査委託）     1800点 

160223450 ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２核酸検出（検査委託以外） 1350点 
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(2) 病名マスタ 

  8850104 ＣＯＶＩＤ－１９ 

  8850105 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 （新型コロナには無関係です） 

 

(3) 保険番号マスタ 

 公費負担医療対応のため、公費番号 093「新型コロナ」を設定します。 
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４ 患者登録について 

 公費欄に負担者番号を入力（「093 新型コロナ」）、受給者番号は「9999996（7桁）」を入力し

て、「主保険＋新型コロナ」の組み合わせを登録します。 
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５ 診療行為入力について 

 公費「新型コロナ」を含まない保険組合せにより基本料等を算定します。 

 この部分は、自己負担が発生します。 

 

 下図の赤アンダーラインの部分で公費「新型コロナ」を含む保険組合せに切替指示をします。 

 これ以下にＰＣＲ検査を入力します。 

 

 
 

※検査に関して診療報酬明細書（レセプト）の摘要欄にコメントが必要となります。 
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 確認画面に進みます。 

 公費「新型コロナ」を含む保険組合せ部分でＰＣＲ検査に対する検査判断料を算定するよう

にします。 
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 請求確認画面へ進みます。 

 

 ＰＣＲ検査と微生物学的検査判断料は公費負担となり自己負担が発生しません。 
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 ［保険切替］ボタンで保険組合せ別の内容を確認できます。 
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 公費「新型コロナ」を含む保険組合せでは自己負担が発生しません。 
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６ 請求書、診療費明細書について 

 請求書の例です。 
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 診療費明細書の例です。 
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７ レセプトについて 

 レセプトの例です。※診療報酬改定対応前のため４月パッチにより変更が発生します。 
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８ ＰＣＲ自己負担分請求について 

 （削除） 

 



（別紙）

検証
番号

北海道（札幌市、小樽市、函
館市、旭川市を除く。）

2 8 0 1 0 5 0 2 28010502

札幌市 2 8 0 1 1 5 0 0 28011500
小樽市 2 8 0 1 2 5 0 8 28012508
函館市 2 8 0 1 3 5 0 6 28013506
旭川市 2 8 0 1 4 5 0 4 28014504
青森県（青森市、八戸市を除
く。）

2 8 0 2 0 5 0 1 28020501

青森市 2 8 0 2 1 5 0 9 28021509
八戸市 2 8 0 2 2 5 0 7 28022507
岩手県（盛岡市を除く。） 2 8 0 3 0 5 0 0 28030500
盛岡市 2 8 0 3 1 5 0 8 28031508
宮城県（仙台市を除く。） 2 8 0 4 0 5 0 9 28040509
仙台市 2 8 0 4 1 5 0 7 28041507
秋田県（秋田市を除く。） 2 8 0 5 0 5 0 8 28050508
秋田市 2 8 0 5 1 5 0 6 28051506
山形県（山形市を除く。） 2 8 0 6 0 5 0 7 28060507
山形市 2 8 0 6 1 5 0 5 28061505
福島県（郡山市、いわき市、
福島市を除く。）

2 8 0 7 0 5 0 6 28070506

郡山市 2 8 0 7 1 5 0 4 28071504
いわき市 2 8 0 7 2 5 0 2 28072502
福島市 2 8 0 7 3 5 0 0 28073500
茨城県（水戸市を除く。） 2 8 0 8 0 5 0 5 28080505
水戸市 2 8 0 8 1 5 0 3 28081503
栃木県（宇都宮市を除く。） 2 8 0 9 0 5 0 4 28090504
宇都宮市 2 8 0 9 1 5 0 2 28091502
群馬県（前橋市、高崎市を除
く。）

2 8 1 0 0 5 0 1 28100501

前橋市 2 8 1 0 1 5 0 9 28101509
高崎市 2 8 1 0 2 5 0 7 28102507
埼玉県（さいたま市、川越
市、越谷市、川口市を除
く。）

2 8 1 1 0 5 0 0 28110500

さいたま市 2 8 1 1 1 5 0 8 28111508
川越市 2 8 1 1 2 5 0 6 28112506
越谷市 2 8 1 1 3 5 0 4 28113504
川口市 2 8 1 1 4 5 0 2 28114502
千葉県（千葉市、船橋市、柏
市を除く。）

2 8 1 2 0 5 0 9 28120509

千葉市 2 8 1 2 1 5 0 7 28121507
船橋市 2 8 1 2 2 5 0 5 28122505
柏市 2 8 1 2 3 5 0 3 28123503
千代田区 2 8 1 3 0 1 9 3 28130193
中央区 2 8 1 3 0 2 9 2 28130292
港区 2 8 1 3 0 3 9 1 28130391
新宿区 2 8 1 3 0 4 9 0 28130490
文京区 2 8 1 3 0 5 9 9 28130599
台東区 2 8 1 3 0 6 9 8 28130698
墨田区 2 8 1 3 0 7 9 7 28130797
江東区 2 8 1 3 0 8 9 6 28130896
品川区 2 8 1 3 0 9 9 5 28130995
目黒区 2 8 1 3 1 0 9 2 28131092
大田区 2 8 1 3 1 1 9 1 28131191
世田谷区 2 8 1 3 1 2 9 0 28131290

実施機関名
公費負担者番号

集計コード法別
番号

都道府
県番号

実施機関番号



渋谷区 2 8 1 3 1 3 9 9 28131399
中野区 2 8 1 3 1 4 9 8 28131498
杉並区 2 8 1 3 1 5 9 7 28131597
豊島区 2 8 1 3 1 6 9 6 28131696
北区 2 8 1 3 1 7 9 5 28131795
荒川区 2 8 1 3 1 8 9 4 28131894
板橋区 2 8 1 3 1 9 9 3 28131993
練馬区 2 8 1 3 2 0 9 0 28132090
足立区 2 8 1 3 2 1 9 9 28132199
葛飾区 2 8 1 3 2 2 9 8 28132298
江戸川区 2 8 1 3 2 3 9 7 28132397
八王子市 2 8 1 3 2 4 9 6 28132496
町田市 2 8 1 3 3 0 9 8 28133098
東京都下（23区、八王子市、
町田市を除く。）

2 8 1 3 6 9 0 1 28136901

神奈川県（横浜市、川崎市、
横須賀市、相模原市、藤沢
市、茅ヶ崎市を除く。）

2 8 1 4 0 5 0 7 28140507

横浜市 2 8 1 4 1 5 0 5 28141505
川崎市 2 8 1 4 2 5 0 3 28142503
横須賀市 2 8 1 4 3 5 0 1 28143501
相模原市 2 8 1 4 4 5 0 9 28144509
藤沢市 2 8 1 4 5 5 0 6 28145506
茅ヶ崎市 2 8 1 4 6 5 0 4 28146504
新潟県（新潟市を除く。） 2 8 1 5 0 5 0 6 28150506
新潟市 2 8 1 5 1 5 0 4 28151504
富山県（富山市を除く。） 2 8 1 6 0 5 0 5 28160505
富山市 2 8 1 6 1 5 0 3 28161503
石川県（金沢市を除く。） 2 8 1 7 0 5 0 4 28170504
金沢市 2 8 1 7 1 5 0 2 28171502
福井県（福井市を除く。） 2 8 1 8 0 5 0 3 28180503
福井市 2 8 1 8 1 5 0 1 28181501
山梨県（甲府市を除く。） 2 8 1 9 0 5 0 2 28190502
甲府市 2 8 1 9 1 5 0 0 28191500
長野県（長野市を除く。） 2 8 2 0 0 5 0 9 28200509
長野市 2 8 2 0 1 5 0 7 28201507
岐阜県（岐阜市を除く。） 2 8 2 1 0 5 0 8 28210508
岐阜市 2 8 2 1 1 5 0 6 28211506
静岡県（静岡市、浜松市を除
く。）

2 8 2 2 0 5 0 7 28220507

静岡市 2 8 2 2 1 5 0 5 28221505
浜松市 2 8 2 2 2 5 0 3 28222503
愛知県（名古屋市、豊田市、
豊橋市、岡崎市を除く。）

2 8 2 3 0 5 0 6 28230506

名古屋市 2 8 2 3 1 5 0 4 28231504
豊田市 2 8 2 3 2 5 0 2 28232502
豊橋市 2 8 2 3 3 5 0 0 28233500
岡崎市 2 8 2 3 4 5 0 8 28234508
三重県（四日市市を除く。） 2 8 2 4 0 5 0 5 28240505
四日市市 2 8 2 4 1 5 0 3 28241503
滋賀県（大津市を除く。） 2 8 2 5 0 5 0 4 28250504
大津市 2 8 2 5 1 5 0 2 28251502
京都府（京都市を除く。） 2 8 2 6 0 5 0 3 28260503
京都市 2 8 2 6 1 5 0 1 28261501
大阪府（大阪市、堺市、東大
阪市、高槻市、豊中市、枚方
市、八尾市、寝屋川市、吹田
市を除く。）

2 8 2 7 0 5 0 2 28270502

大阪市 2 8 2 7 1 5 0 0 28271500
堺市 2 8 2 7 2 5 0 8 28272508
東大阪市 2 8 2 7 3 5 0 6 28273506



高槻市 2 8 2 7 4 5 0 4 28274504
豊中市 2 8 2 7 5 5 0 1 28275501
枚方市 2 8 2 7 6 5 0 9 28276509
八尾市 2 8 2 7 7 5 0 7 28277507
寝屋川市 2 8 2 7 8 5 0 5 28278505
吹田市 2 8 2 7 9 5 0 3 28279503
兵庫県（神戸市、尼崎市、姫
路市、西宮市、明石市を除
く。）

2 8 2 8 0 5 0 1 28280501

神戸市 2 8 2 8 1 5 0 9 28281509
尼崎市 2 8 2 8 2 5 0 7 28282507
姫路市 2 8 2 8 3 5 0 5 28283505
西宮市 2 8 2 8 4 5 0 3 28284503
明石市 2 8 2 8 5 5 0 0 28285500
奈良県（奈良市を除く。） 2 8 2 9 0 5 0 0 28290500
奈良市 2 8 2 9 1 5 0 8 28291508
和歌山県（和歌山市を除 2 8 3 0 0 5 0 7 28300507
和歌山市 2 8 3 0 1 5 0 5 28301505
鳥取県（鳥取市を除く。） 2 8 3 1 0 5 0 6 28310506
鳥取市 2 8 3 1 1 5 0 4 28311504
島根県（松江市を除く。） 2 8 3 2 0 5 0 5 28320505
松江市 2 8 3 2 1 5 0 3 28321503
岡山県（岡山市、倉敷市を除
く。）

2 8 3 3 0 5 0 4 28330504

岡山市 2 8 3 3 1 5 0 2 28331502
倉敷市 2 8 3 3 2 5 0 0 28332500
広島県（広島市、呉市、福山
市を除く。）

2 8 3 4 0 5 0 3 28340503

広島市 2 8 3 4 1 5 0 1 28341501
呉市 2 8 3 4 2 5 0 9 28342509
福山市 2 8 3 4 3 5 0 7 28343507
山口県（下関市を除く。） 2 8 3 5 0 5 0 2 28350502
下関市 2 8 3 5 1 5 0 0 28351500
徳島県 2 8 3 6 0 5 0 1 28360501
香川県（高松市を除く。） 2 8 3 7 0 5 0 0 28370500
高松市 2 8 3 7 1 5 0 8 28371508
愛媛県（松山市を除く。） 2 8 3 8 0 5 0 9 28380509
松山市 2 8 3 8 1 5 0 7 28381507
高知県（高知市を除く。） 2 8 3 9 0 5 0 8 28390508
高知市 2 8 3 9 1 5 0 6 28391506
福岡県（福岡市、北九州市、
久留米市を除く。）

2 8 4 0 0 5 0 5 28400505

福岡市 2 8 4 0 1 5 0 3 28401503
北九州市 2 8 4 0 2 5 0 1 28402501
久留米市 2 8 4 0 4 5 0 7 28404507
佐賀県 2 8 4 1 0 5 0 4 28410504
長崎県（長崎市、佐世保市を
除く。）

2 8 4 2 0 5 0 3 28420503

長崎市 2 8 4 2 1 5 0 1 28421501
佐世保市 2 8 4 2 2 5 0 9 28422509
熊本県（熊本市を除く。） 2 8 4 3 0 5 0 2 28430502
熊本市 2 8 4 3 1 5 0 0 28431500
大分県（大分市を除く。） 2 8 4 4 0 5 0 1 28440501
大分市 2 8 4 4 1 5 0 9 28441509
宮崎県（宮崎市を除く。） 2 8 4 5 0 5 0 0 28450500
宮崎市 2 8 4 5 1 5 0 8 28451508
鹿児島県（鹿児島市を除 2 8 4 6 0 5 0 9 28460509
鹿児島市 2 8 4 6 1 5 0 7 28461507
沖縄県（那覇市を除く。） 2 8 4 7 0 5 0 8 28470508
那覇市 2 8 4 7 1 5 0 6 28471506




